
（参考）

第１段階で「警告」→「エラー」とするもののうち、件数が多く発生しているもの
について、事業所における入力時の留意事項をまとめたので、件数の多い
都道府県においては活用されたい。

警告発生事例集

平成22年2月22日
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ＰＳ２９・・・開始時間と終了時間の関係が不正です

【対象サービス】

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活
介護、児童デイ、自立訓練、就労移行支援、
就労継続支援、旧法施設支援（通所）、障害
児施設支援（通所）

（考えられる原因）

　サービス提供実績記録票にサービス提供時間の開始時間もしくは終了時間の入力が
ない

例：簡易入力システム【居宅介護サービス提供実績記録票】入力画面

入力漏れがないよう確認する

現状の国保連合会の点検においては「警告」としているが、平成２２年７月点検時より、「エ
ラー」とするため、市町村審査において実績記録票と請求明細書の不一致により、対象の
請求明細書も「返戻」となり、事業所へ支払いされない可能性がある。 14



ＰＡ６７・・・福祉専門職員配置等加算の算定要件を
満たしていません

（考えられる原因）

　加算についての体制の届出書を都道府県に提出前に加算の請求をしている

【対象サービス】

療養介護、生活介護、児童デイ、共同生活介
護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支
援、共同生活援助

ＰＡ６８・・・特定事業所加算の算定要件を満たしてい
ません

【対象サービス】

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、相談
支援

対応策

加算についての体制の届出書（様式例については次ページの参考資料参
照）が、都道府県に提出されているか確認し、提出されていない場合は、都
道府県に提出する。

上記以外の加算についても、国保連合会の点検結果が「加算の算定要件を
満たしていない」という場合には、都道府県に届出書が提出されていないこと
が考えられるため、上記と同様に確認をお願いします。

現状の国保連合会の点検においては「警告」としているが、平成２２年７月点検時より、「エ
ラー」とするため、請求明細書が「返戻」となり、事業所へ支払いされない。
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　〔　体　制　要　件　〕

①

②　居宅介護従業者の技術指導等を目的とした会議を定期的に開催している。

④　居宅介護従業者に対する健康診断の定期的な実施体制を整備している。

⑤　緊急時等における対応方法を利用者に明示している。

⑥　新規に採用したすべての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行
　による研修を実施している。

　〔　人　材　要　件　〕　

①居宅介護従業者に関する要件について

(1)

(2)

(3)

(４)

②サービス提供責任者に関する要件について

常勤

非常勤

　〔 重 度 障 害 者 対 応 要 件 〕

備考１　「異動区分」、「届出項目」欄については、該当する番号に○を付してください。

　　２　ここでいう常勤とは、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備

　  ３　それぞれの要件について根拠となる（要件を満たすことがわかる）書類も提出してください。

　前年度又は前３月の期間における利用者（障害児を除く）の総数のうち、障害程度区分５以上
である者の占める割合が３０％以上

有 ・ 無

　　　及び運営に関する基準について（平成１８年１２月６日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

　　　通知」）第二の２の（３）に定義する「常勤」をいう。

時間

職員数 常勤換算職員数

サービス提供責任者
人

人 人

有・無

　すべてのサービス提供責任者が３年以上の介護等の実務経験を有する介護福祉士又は５年以上
の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者若しくは１級課程修了者である

有 ・ 無

月延べサービス提供時間 時間 居宅介護従業者の数 人

前年度又は前３月の期間におけるサービス提供時間のうち、

常勤の居宅介護従業者によるサービス提供の総時間数

時間

(1)に占める(4)の割合

が４０％以上

有・無

（1）のうち介護福祉士、介護職員基礎研修

課程修了者及び１級課程修了者の総数
人

(1)に占める(3)の割合

が５０％以上 有・無

（1）のうち介護福祉士の総数 人

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

下表の（1）については必ず記載すること。（2）･（3）・(4)についてはいずれかを記載する
ことで可。

(1)に占める(2)の割合

が３０％以上

常勤換算
職員数

サービス
提供時間

居宅介護従業者の総数 人

個別の居宅介護従業者に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修を実施している又は
実施することが予定されている。

有 ・ 無

有 ・ 無

③ サービス提供責任者と居宅介護従業者との間の情報伝達及び報告体制を整備している。 有 ・ 無

平成 　　年 　　月 　　日

特定事業所加算に係る届出書（居宅介護事業所）

事 業 所 名 異動区分 　①　新規　　②　変更　　③　終了

届 出 項 目 　①　特定事業所加算(Ⅰ)　　②　特定事業所加算(Ⅱ)　　③　特定事業所加算(Ⅲ)
　１　事業所・施設の名称

２　異動区分

３　届出項目

①
生活支援員等の総数
（常勤）

人

②
①のうち社会福祉士等
の総数（常勤）

人
①に占める②の割合が
２５％以上

①
生活支援員等の総数
（常勤換算）

人

② ①のうち常勤の者の数 人
①に占める②の割合が
７５％以上

①
生活支援員等の総数
（常勤）

人

②
①のうち勤続年数３年以
上の者の数

人
①に占める②の割合が
３０％以上

　　　○療養介護・生活介護・自立訓練（機能訓練）にあっては、生活支援員

　　　○児童デイサービス事業所にあっては、加算（Ⅰ）においては、指導員、加算（Ⅱ）においては、指導員又は保育士

　　　○共同生活介護にあっては、世話人又は生活支援員

福祉専門職員配置等加算に関する届出書

　１　新規　　　　　　２　変更　　　　　　３　終了

　　　下さい。

　　　○自立訓練（生活訓練）にあっては、生活支援員又は地域移行支援員

　　　○就労移行支援にあっては、職業指導員、生活支援員又は就労支援員
　　　○就労継続支援Ａ型・Ｂ型にあっては、職業指導員又は生活支援員
　　　○共同生活援助にあっては、世話人

平成　　年　　月　　日

　　　のことをいう。
　　４　加算（Ⅰ）にあっては、「社会福祉士等の状況」、加算（Ⅱ）にあっては、「常勤職員の状況、勤続年数の状況」
　　　にそれぞれ対応しているので、「有・無」欄に算定できる場合は「有」に、算定できない場合は「無」に○を付して

　　３　ここでいう生活支援員等とは、

　　２　ここでいう常勤とは、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

　１　福祉専門職員配置等加算(Ⅰ）　２　福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

　　　基準について（平成１８年１２月６日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知」）第二の２の（３）に定義す

　　　る「常勤」をいう。

有・無

有・無

備考１　「異動区分」、「届出項目」欄については、該当する番号に○を付してください。

　４　社会福祉士等の状況

　５　常勤職員の状況

　６　勤続年数の状況

（参考：平成21年3月13日付け事務連絡「平成２１年４月からの新規加算の体制届出書について」の様式例より抜粋）
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施設外支援は、原則年間１８０日を限度とされてるため、簡易入力システムに
おいては、１８０日を超えて入力できない仕様となっているが、特例（障障発
第０４０２００１号　５施設外支援について（５））の場合は年間１８０日を
超えて請求可能とされている。簡易入力システムでは、その場合、累計日数欄
は空白とする対応であったが、 平成２２年５月請求時までに１８０日を超えて
入力可能となるよう改修予定である。

ＰＳ６３・・・施設外支援　当月が施設外支援　累計を超えています

（考えられる原因）

　サービス提供実績記録票の「施設外支援　当月」の値が「施設外支援　累計」の値を
超えている。又は、当月の入力はあるが、累計に入力がない。

例：簡易入力システム【就労移行支援サービス提供実績記録票】入力画面

当月分を含む、累計の
算定日数を入力する

注意

【対象サービス】

就労移行支援、就労継続支援、

現状の国保連合会の点検においては「警告」としているが、平成２２年７月点検時より、「エ
ラー」とするため、市町村審査において実績記録票と請求明細書の不一致により、対象の
請求明細書も「返戻」となり、事業所へ支払いされない可能性がある。 17


